
上記⑴及び⑵の改正は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行日以後に相続又は遺

贈により取得する農地等に係る相続税について適用されます（改正法附則１ 、118 )。

なお、同日前に相続又は遺贈により取得した農地等について相続税の納税猶予の適用を受

けている者については、選択により、上記⑴の適用ができることとし、その場合には、上記

⑵も適用されます（新措法70の６の４⑦)。

上記⑶ハの改正は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に相続

若しくは遺贈又は贈与により取得する農地等に係る相続税について適用されます（改正法附

則１⑩ハ、118 )。

（了)

【訂 正】

本誌第6506号（平成30年４月16日）に掲載いたしました『最新裁決例紹介 土地の

売買取引について契約当事者間で有効に成立しているとされた事例』に誤りがありました

ので、下記の通り訂正し、お詫びいたします。

（下線部分が訂正箇所)

訂正箇所 12ページ右段 下から10行目

正 個人ＥからＦ社に対して売買代金11,524,600円が支払われた。

誤 個人ＥからＡ社に対して売買代金11,524,600円が支払われた。

(8) 国 税 速 報平成30年５月21日 第6510号 第３種郵便物認可


